
資料１

平成29年度　自律改革の推進体制等について

　 ※ 自律改革への取組を効果的に進めるため、各取組の所管部署がＰＤＣＡサイクルを構築・運用するだけでなく、局の推進体制を構築し、

　　全体の進捗状況を適切に管理していく。

　　　　　 財務課長

　　　　　 業務課長

　９月21日　第１回自律改革推進本部会議

○ 各取組の内容・ｽｹｼﾞｭｰﾙ・KPI等決定

〈自律改革推進本部の役割 〉

 各取組内容・スケジュール、

 ＫＰＩ等の決定

　進捗状況の把握、 　達成度の評価、要因分析

　修正等の指示、情報共有 　改善策等の決定

〈29年度推進体制 〉

 本部員　　事業部長 ※

　　　　　 総務課長

　　　　　 市場政策課長

○ 29年度取組総括、公表内容精査・決定　　○ 30年度取組事項検討　　　など

　年度末　自律改革推進本部会議

 本部長　　管理部長

 副本部長　財政調整担当部長

　　　　　 場長（築地・食肉・大田）

各年度の取組事項に応じて、
PT等の実施体制を整備

 事務局　　財務課

※印は29年度取組事項に基づき選任 

　　　　　 管理課長

　　　　　 施設課長 ※

○ 補助金支出状況の公表内容の決定（9/29公表分）　　　　　　　　など

〈平成29年9月以降のスケジュール 〉

中央卸売市場 自律改革推進本部 計 画 実 行 評価・改善 

10月 都政改革本部への中間報告 

て定期的（１～２か月程度に１回）に開催 


